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【手続補正書】
【提出日】平成28年9月15日(2016.9.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フルオロポリマー及びナノダイヤモンド粒子を含むスラリー組成物であって、以下の条
件
　ｉ）このスラリーのｐＨがアルカリ性範囲にあること、
　ｉｉ）ナノダイヤモンド粒子のゼータ電位が８より高いｐＨにおいて－３０ｍＶ以上で
あること
を満たすスラリー組成物。
【請求項２】
　スラリーのｐＨが少なくとも８、好ましくは９～１１、より好ましくは９～１０である
、請求項１記載のスラリー組成物。
【請求項３】
　ナノダイヤモンド粒子のゼータ電位が８より高いｐＨにおいて－４０ｍＶ以上である、
請求項１又は２記載のスラリー組成物。
【請求項４】
　スラリーが、液体媒体として水、有機溶媒、水と有機溶媒の混合物、又は有機溶媒の混
合物を含む、請求項１～３のいずれか１項に記載のスラリー組成物。
【請求項５】
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　ナノダイヤモンド粒子が懸濁液もしくは乳濁液の形態でスラリーに含まれており、この
ナノダイヤモンド粒子の濃度が、スラリー組成物の乾燥材料含有量から計算して、５重量
％以下、好ましくは０．０１～５重量％である、請求項１～４のいずれか１項に記載のス
ラリー組成物。
【請求項６】
　フルオロポリマーが、ポリフッ化ビニル、ポリフッ化ビニリデン、ポリテトラフルオロ
エチレン、ポリクロロトリフルオロエチレン、ペルフルオロアルコキシポリマー、フッ素
化エチレン－プロピレン、ポリエチレンテトラフルオロエチレン、ポリエチレンクロロト
リフルオロエチレン、ペルフルオロエラストマー、フルオロカーボン、ペルフルオロポリ
エーテル、ペルフルオロスルホン酸、フッ素化ポリイミド、ペルフルオロポリオキセタン
、又はこれらのポリマーの２種以上の混合物を含む、請求項１～５のいずれか１項に記載
のスラリー組成物。
【請求項７】
　フルオロポリマーコーティングを製造するための、請求項１～６のいずれか１項に記載
のスラリー組成物の使用。
【請求項８】
　０．０１～５重量％の濃度でナノダイヤモンド粒子を含むフルオロポリマーコーティン
グであって、フルオロポリマー及びナノダイヤモンド粒子を含むスラリー組成物を乾燥さ
せかつ硬化させることにより得られ、前記ナノダイヤモンド粒子のゼータ電位が８より高
いｐＨにおいて－３０ｍＶ以上であり、前記スラリーのｐＨがアルカリ性範囲にある、フ
ルオロポリマーコーティング。
【請求項９】
　ナノダイヤモンド粒子の濃度が、０．１～４重量％、好ましくは０．１～３重量％、よ
り好ましくは１～３重量％である、請求項８記載のフルオロポリマーコーティング。
【請求項１０】
　フルオロポリマーが、ポリフッ化ビニル、ポリフッ化ビニリデン、ポリテトラフルオロ
エチレン、ポリクロロトリフルオロエチレン、ペルフルオロアルコキシポリマー、フッ素
化エチレン－プロピレン、ポリエチレンテトラフルオロエチレン、ポリエチレンクロロト
リフルオロエチレン、ペルフルオロエラストマー、フルオロカーボン、ペルフルオロポリ
エーテル、ペルフルオロスルホン酸、フッ素化ポリイミド、ペルフルオロポリオキセタン
、又はこれらのポリマーの２種以上の混合物を含む、請求項８又は９に記載のフルオロポ
リマーコーティング。
【請求項１１】
　室温において標準SFS EN 13523-16により測定し、ナノダイヤモンドを添加していない
参照サンプルと比較して摩耗が少なくとも１０％、より好ましくは少なくとも２５％低下
している、請求項８～１０のいずれか１項に記載のフルオロポリマーコーティング。
【請求項１２】
　スラリーのｐＨが少なくとも８、好ましくは９～１１、最も好ましくは９～１０である
、請求項８～１１のいずれか１項に記載のフルオロポリマーコーティング。
【請求項１３】
　ナノダイヤモンド粒子のゼータ電位が８より高いｐＨにおいて－４０ｍＶ以上である、
請求項８～１２のいずれか１項に記載のフルオロポリマーコーティング。
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